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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

個人所有ロビンソン式Ｒ２２Ｂｅｔａ型ＪＡ７７３９（回転翼航空機）は、平成２年 

８月１２日、レジャー飛行のため香川県小豆郡内海町吉田の桟橋から離陸中、１７時 

４５分ごろ海上に墜落した。

同機には、機長ほか同乗者１名が搭乗していたが、同乗者が重傷を負った。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成２年８月１３日、運輸大臣から事故発生の通報を受け、 

当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成２年８月１３日～１５日 現場調査



1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７７３９は、平成２年８月１２日、香川県小豆郡内海町坂手の場外離着陸場を 

１７時３５分ごろ離陸し、同場所から北に約１２キロメートルにある内海町吉田の桟 

橋（事故当時、水面からの高さ約９０センチメートル）に１７時４３分ごろ着陸した 

（付図１参照）。

その後の事故に至るまでの飛行経過は、機長によれば、次のとおりであった。

同乗者を左席に乗せて、桟橋からの高さ約３フィートのホバリングをしてエン 

ジン計器等に異常がないことを確認し、１７時４４分ごろ北西の方向に離陸を開 

始した。高度を少し下げて海面からの高度約３フィートとし、桟橋から５メートル 

ぐらいのところで、障害物のない湾口に機首を向けるため右にバンク角を１０～ 

１５度とって水平旋回しながら加速していった。速度が２０～３０ノットになっ 

たころ、高度がやや低過ぎるかなと思ったとたん右スキッドが海面に接触して、 

機体が前のめりに倒立状態になった。右スキッドが海面に接触するまでエンジン、 

操縦系統等に異常はなかった。その後は定かではないが、機体が水平の状態で胸 

まで海水が浸水してきたので急いでシート・ベルトを外して前面風防の破損して 

いた所から脱出した。脱出した直後、同機は海中に沈んでいった。

同乗者も脱出しており２人で海面に浮いていたところボートに救助された（付 

図２参照）。

事故発生時刻は、１７時４５分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

同乗者が重傷を負った。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

大破



2.3.2　航空機各部の損壊の状況

メイン・ロータ 破損

胴体 破損

テール・ブーム 破損

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報 

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ３２歳

自家用操縦士技能証明書 第１２２１０号

限定事項 回転翼航空機 陸上単発ピストン機 昭和６０年７月１２日 

陸上単発タービン機 平成元年７月３１日

自家用操縦士技能証明書 第１２２１１号

限定事項 飛行機 陸上単発機 昭和６０年７月１２日

第二種航空身体検査証明書 第２４２８００１５号

有効期限 平成３年４月１７日

総飛行時間 ４６５時間１７分

同型式機による飛行時間 １６８時間３８分

最近３０日間の飛行時間 ２１時間５０分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 ロビンソン式Ｒ２２Ｂｅｔａ型

製造番号 ０７９６

製造年月日 昭和６３年４月２１日

耐空証明書 第大－２－２１１号

有効期限 平成３年６月２７日

総飛行時間 ５７２時間５０分

定時点検（１００時間点検、平成２年６月１７日実施）後の飛行時間

３４時間４０分



2.6.2　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は１，３００ポンド、重心位置は９７．７インチと推算され、 

いずれも許容範囲（最大離陸重量１，３７０ポンド、事故当時の重量に対応する重心 

範囲９５．７～１０１．６インチ）内にあったものと認められる。

2.6.3　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油はエアロシェルＷ８０でいずれも 

規格品であった。

２．７　気象に関する情報

2.7.1　機長によれば、事故当時、現場付近の天気は曇りで風はなく視程は８～９ 

キロメートルで海面は穏やかであったとのことであった。

2.7.2　事故現場の南西約９キロメートルに位置する高松地方気象台内海地域気象観 

測所の観測値は、次のとおりであった。

１７時 風向西、 風速１メートル／秒、気温２８．５度Ｃ、降水無し。

１８時 風向北西、風速２メートル／秒、気温２７．５度Ｃ、降水無し。

２．８　その他必要な事項

2.8.1　ロビンソン・ヘリコプタ社のパイロット・オペレーティング・ハンドブック 

の１０章には、セイフティ・ノーティス＃１９（１９８５年７月１６日付け）として 

次のとおり記載されている。

水上での低空飛行は非常に危険

ロビンソン式Ｒ２２型機の最近３件の事故は、すべて水上での低空で姿勢を変 

える飛行をしている際に発生している。内１件は湖上で、２件は海上であった。 

幸いにも３件とも死者は発生していない。

水上を飛行している時は、高度が低下していることを認識できないことがよく 

ある。穏やかな、鏡のような水面上では特に危険であるが、波立つ水面でも正常 

に高度を認識することが困難な場合があり、操縦者は水面上の高度の判断を誤る 

可能性がある。

できるだけ対地高度５００フィートより高い高度を飛行すること。

水上では、対地高度２００フィート以下での姿勢を変える飛行を実施しないこと。



2.8.2　機長は、吉田の桟橋における離着陸について航空法第７９条但し書の許可を 

取得していなかった。

2.8.3　機長は、坂手の場外離着陸場から事故に至るまでの飛行について飛行計画を  

提出していなかった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有して 

いた。

3.1.2　ＪＡ７７３９は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた

3.1.3　調査の結果、同機は事故発生まで異常はなかったものと推定される。

3.1.4　同機は海面からの高度約３フィートでバンク角を１０～１５度とって右旋回 

しながら加速していた間に、同機の高度が低下したため右スキッドが海面に接触し 

て倒立し大破したものと推定される。

3.1.5　同機の高度が低下したことについては、同機が穏やかな海面上を低高度にお 

いて右旋回しながら加速していた間に、機長が高度の判断を誤ったことによるもの 

と推定される。

４　原因

本事故は、同機が離陸のため穏やかな海面上を低高度で右旋回しながら加速してい 

た間に、同機の高度が低下したため右スキッドが海面に接触したことによるものと推 

定される。
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付図３　ロビンソン式Ｒ２２Ｂｅｔａ型

三面図



写真　回収された機体の残骸


